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福山蔵王ケアハートガーデン グループホーム な ご み 

 

重要事項説明書 

（２０２４年１０月１日現在） 

１ ご利用施設 

 施 設 の 名 称         福山蔵王ケアハートガーデン グループホーム な ご み 

 施 設 の 所 在 地         〒７２１－０９７１ 広島県福山市蔵王町五丁目１５番１１号 

 管 理 者 名          金 光 昭 子 

 電 話 番 号          ０８４－９４６－４７５３ 

ファクシミリ番号  ０８４－９４６－４７５４ 

 

２ 事業の目的と運営の方針 

事 業 の 目 的        

・認知症やこれに関係する周辺症状を有しながらも、ユニットケアという家庭

的な環境の中、的確なアセスメントと個別介護計画に基づき必要とされる生活

支援を適切に提供することで、入居者様の生活が自立的かつ主体的に営まれる

事をその主たる目的とする。 

施設運営の方針 

・生活環境の構築にあたっては、各入居者様の生活歴やこれまでの生活過程・

スタイル・価値観を尊重し、入居者様個々の生活ペースに合わせたサービス

を提供する。 

・地元に密着した事業者として、地域の皆様に信頼される事業運営を行う。 

 

３ 施設の概要 

(１) 敷地および建物 

敷    地 １，４３０㎡ 

建

物 

 構 造      軽量鉄骨造スレート葺 ２Ｆ建 

 延べ床面積 ６４９．２２㎡ 

 利 用 定 員      １８名 

 

(２) 主な設備（２ユニット合計） 

設備の種類 数 面  積 ユニット別の配置 

居間・食堂  ２室 1F 124.97㎡ 2F 124.97㎡  各ユニット１ヶ所 

共同浴室  ２室 1F 6.91㎡ 2F 6.91㎡  各ユニット１ヶ所 

便所  ６ヶ所 1F 8.07㎡ 2F 8.07㎡  各ユニット３ヶ所 

居室  １８室 11.79㎡～12.05㎡ １階９室．２階９室 

エレベータ  １基 ３人乗り － 

   

（注１）各部屋の配置ならびに構造については、次項を参照して下さい。 

 

 

 

 

 

 

居室の配置略図 
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 １階・２階 

   脱衣室          EV 

        浴室・トイレ３ 居室   居室   居室   居室       階段 

      洗濯室 

 

                             

                                トイレ１・２   

    居室                       

           居間・食堂 

           事務所 

居室                 居室   居室   居室    

 

  ○居室（利用者の部屋）  個室／押入れ付 

  ○トイレ         共同トイレ男女 各階３箇所あり 

○風呂          共同風呂 各階１箇所あり 

○共用施設        食堂・居間 

  ○その他         エレベーター １基 

     基本的に利用できる設備は、入居された各階のユニットの設備に限定されます。 

 

４ 施設等の区分 

職員の欠員による介護給付費減算の有無 無 

 

５ 職員体制 

 資格 常勤 非常勤 職務内容 

管 理 者 

介護福祉士 

認知症高齢者グループ 

ホーム管理者研修 

１ － 施設全体の管理業務 

計画作成担当者 

介護支援専門員 

介護福祉士 

認知症介護実践者研修 

２ － 
各ユニット利用者介護計画作

成（兼務） 

介護職員 
介護福祉士 

ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ２級他 
１１ ６ 介護業務 

看護職員 正看護師 － １ 看護業務 

  

６ 職員の勤務体制 

区 分 勤務時間 員 数 休 暇 

常 勤 

早出  ８：００－１７：００ 

日勤 １０：００－１９：００ 

遅出 １１：００－２０：００ 

６名 
４勤２休,（５勤２休） 

常 勤 夜勤 １９：００－１０：００ ２名 

 

７ サービスの内容と利用料 

 （１）介護保険給付サービス 
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種  類 内           容 

食   事 

・入居者様の身体状況、嗜好、栄養のバランスに配慮して作成した献立表に基づい

て提供します。 

・ただし食材料費は給付対象外です。（食材料費は(２)表に記載しています。） 

・食事は離床して食堂でとっていただくよう配慮します。 

・食事時間  朝 食   ６：３０ ～    ７：３０  を基本とします 

       昼 食    １２：００ ～  １３：００        〃 

       間 食  １５：００ ～ １５：３０        〃 

       夕 食    １７：００ ～  １８：００        〃 

排 せ つ ・入居者様の状況に応じ、適切な排せつ援助、排せつ自立援助を行います。 

入   浴 ・入居者様のご希望・状態に合わせて入浴の援助または清拭を行います。 

日常生活上の 

援助 

・離床、着替え、身だしなみなどの援助 

・居室内清掃、寝具消毒、シーツ交換、洗濯 

・健康管理 

機 能 訓 練       ・離床援助、屋外散歩同行、家事共同等により生活機能維持・改善に努めます。 

健 康 管 理       
・年間１回健康診断を行います。日程については別途ご連絡します。 

必要な場合は、医師の往診等の手配を行います。 

相談および援助 ・入居者様とそのご家族からの相談に応じ、必要な援助を行います。 

   

利用料 （要介護度別利用料／１割負担の場合） 

要介護度 介護報酬額（１日） 利用料（１日） 利用料（３０日の場合） 

要支援 ２ ７,４９０円 ７４９円 ２２，４７０円 

要介護 １ ７,５３０円 ７５３円 ２２，５９０円 

要介護 ２    ７,８８０円 ７８８円 ２３，６４０円 

要介護 ３    ８,１２０円 ８１２円 ２４，３７０円 

要介護 ４    ８,２８０円 ８２８円 ２４，８４０円 

要介護 ５    ８,４５０円 ８４５円 ２５，３５０円 

※ 上記とは別に、 

１．入居後（退院後含）30日に限り上記金額に 1日あたり 30円ご負担頂きます。 

    ２．医療連携体制加算（Ⅰ・ハ）として、1 日あたり 37 円をご負担頂きます。 

    ３．サービス提供体制強化加算（Ⅲ）として、1 日あたり 6 円をご負担頂きます。 

    ４．口腔衛生管理体制加算として、1 ヶ月 30 円をご負担頂きます。 

５．協力医療機関連携加算として、1 ヶ月 100 円をご負担頂きます。 

６．介護職員処遇改善加算として、介護報酬総額の 17.8％が加算されます。 

    ７．入院時費用として、1 ヶ月に 6 日を限度に 246 円（日）ご負担頂きます。 

    ８．その他各種加算要件を満たした場合、規定の報酬額を追加でご負担頂きます。 

      利用料は、個人負担割合により介護報酬額の１割、２割、３割の金額になります。 

 

 

 

（２）介護保険給付外サービスの利用料 

種  類 内     容 利 用 料 
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食 費 

栄養士が作成した献立に基づき、新鮮

で安全な食材を提供します。その他利用

者と職員による食材の購入も行います。 

（注１． 行事食は選択できます） 

（注２． 間食は含まれています） 

３０日           ３９，９００円 

「内訳」 朝 食 １回につき ３３０円 

        昼 食 １回につき ５５０円 

        夕 食 １回につき ４５０円 

（日割り計算の場合１日 １，３３０円） 

      

理 美 容 代      
出張による理美容サービスや、理美容店

への同行サービスを実施いたします。 
実費 

お む つ 代      ご希望に応じて提供いたします。 実費 

日常生活費 
ご希望により、日常生活に必要な身の回

り品を提供することができます。 
実費 

コピー費用 
ご希望により、介護記録等のコピーを実

費にて提供いたします。 
１枚につき     １０円 

注１． イベント時の外食等は利用者の選択とし、同意を得た場合に提供し、その内容により食費の実費が

別途必要です。 

（３）家賃・生活費等 

   ①家賃 

 家賃                                         １ヶ月        ５６，０００円 

                           １日       １，８５０円 

   ②生活費（水道光熱費等） 

 生活費（水道光熱費等）                             １ヶ月           ２４，２００円 

                             （日割り計算の場合       １日                 ８０６円）                                                         

（４）利用料の支払方法 

 毎月１５日頃に前月の利用料の合計額を請求いたしますので、当月の２７日までにお支払いくださ

い。お支払方法は、口座振替となります。契約時にお手続きを行っていただきます。 

 

８ 重度化した場合における対応に係る指針 

病状・容態の急変
時における医療機
関との連携体制 

利用者の病状・容態が急変した場合は、事業所から担当看護師（又は契約訪問
看護ステーションの看護師）に速やかに連絡する。連絡を受けた担当看護師は
協力医療機関（主治医）に連絡し、医師の指示・診断の下対応に当たります。
ただし、利用者の病状・容態への対応に特に急を要すると判断できる場合は、
速やかに消防局へ救急対応の依頼をします。グループホームの施設長及びユニ
ットリーダーは、前記対応後（状況によっては同時に）利用者親族等に連絡を
とります。 

入院期間中におけ
る居住費や食費の
取り扱い 

利用者が病院又は診療所に入院し、医師からの診断書・入院治療計画書によ
り明らかに 3 ヶ月以内に退院できる見込みがない場合、又は 3 ヶ月を経過し
ても退院できないことが明らかな場合には退居となるが、これに該当しない
場合は、利用者又は利用者親族等からの退居の申し出がない限り、引き続き
居室の確保をする。この際、居住費は通常の月額、食費は喫食数に応じた額、
水道光熱費は日割り計算額を適応します。 

※ 月額料金：①家賃：56,000円  ②水道光熱費：24,200円 

重度化した場合の
基本方針 

利用者の疾患及び心身状態が重度化した場合には、疾患に対応が可能な医療機
関との連携と利用者親族等からの支援・協力を前提に、事業所の職員体制及び
設備によりサービス提供が可能な限り、これまでの生活を維持・継続できるよ
うに支援します。 

重度化した場合の
対応 

利用者の疾患及び心身状態が重度化した場合には、協力医療機関及び担当看護
師（又は契約訪問看護ステーション）・協力薬局・利用者親族等との十分なカ
ンファレンスにより、グループホームで生活を継続する上での問題点を適宜見
極め、都度問題点の解消に向けた関係機関・関係者との協力体制の構築に可能
な限り努めます。 
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看取りに向けた介
護を行う場合の基
本方針 

利用者の心身状態が、積極的かつ継続的な医療管理によっても回復不能かつ終
末期であると医師により診断され、利用者（意思の疎通が難しい場合は利用者
親族又は利用者代理人）が、今後において積極的な医療管理（延命を目的とし
た医療管理を含む）を望まない場合には、看取りに必要な対応（疼痛緩和等）
が可能な医療機関との連携と利用者親族等からの支援・協力を前提に、事業所
の職員体制及び設備によりサービス提供が可能な限り、看取りの意思及び看取
りの場所について利用者（意思の疎通が難しい場合は利用者親族又は利用者代
理人）の意向を確認し、その意向を尊重します。 

看取りに向けた介
護を行う場合の対
応 

利用者の看取りに向けた介護を行う場合には、協力医療機関及び担当看護師
（又は契約訪問看護ステーション）・協力薬局・利用者親族等との十分なカン
ファレンスにより、グループホームで看取りをする上での問題点を適宜見極
め、都度問題点の解消に向けた関係機関・関係者との協力体制の構築に可能な
限り努めます。 
また、事業所は普段より利用者に看取りの必要が生じた場合に備え、職員の教
育・研修に努めます。 

 

９ サービスの終了 

お客さま

のご都合

でサービ

スを終了

する場合 

お客さまは、事業者に対して、１ヶ月間の予告期間をおいて文書で連絡をすること

により、この契約をやめることができます。 

※予告期間が３０日に満たない場合、申出日の翌月末日までの利用料を徴収させてい

ただきます。 

 お客さまは、事業者に次の①から⑤の事情があった場合には、事業者に文書で連絡

をすることにより、直ちに契約をやめることができます。 

  ①事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合 

 ②事業者が秘密保持義務に反した場合 

 ③事業者がお客様やそのご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合 

 ④事業者が破産などの事情により、事業を継続することが困難になった場合 

 ⑤事業者が介護保険法令やこの契約に著しく違反した場合 

事業者の

都合でサ

ービスを

終了する

場合 

事業者は、サービスの提供を続けることが困難になるなどやむを得ない事情がある場

合、お客さまに対して、３ヶ月の予告期間をおいて、理由を示した文書で連絡するこ

とにより、この契約をやめることができます。 

事業者は、お客さまに次の①から⑩の事情があった場合は、お客さまに、文書で連絡

することにより、直ちに、この契約をやめることができます。 

①入居申込書、契約書等に虚偽の事項を記載し、その他不正な手段により入居した

とき 

②お客さまが、利用料の支払を３か月以上遅れ、その後事業者が利用料を支払うよ

う催告したにもかかわらず、お客さまが 20日以内に支払をしない場合 

③お客さまが病院または診療所等に入院し、明らかに３か月以内に退院できる見込

みがない場合または３か月を経過しても退院できないことが明らかな場合 

④お客さまが、事業者や従業員または他のお客さまに対して、この契約を継続しが

たい重大な背信行為を行った場合 

⑤伝染性疾患により他の入居者様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれが

あると医師が認め、かつ入居者様の退居の必要がある場合 
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⑥入居者様の行動が他の入居者様の生活または健康に重大な影響を及ぼすおそれが

あり、かつ入居者様に対する通常の介護方法ではこれを防止することができない

と事業者が判断した場合 

⑦第１４条、第１５条並びに第２５条の規定に違反したとき 

⑧利用者が、第６条の利用基準に違背する状況に至ったと事業者が判断したとき 

⑨入居者様又は入居者様代理人が故意に法令その他本契約の条項に重大な違反を

し、改善の見込みがないとき 

⑩地震等の天災事変、火災等の事故その他やむを得ない事情により、本施設の継続

運営が困難に立ち至ったとき 

自動終了 

お客さまが要介護認定の更新で非該当または要支援１と認定された場合、所定の期

間の経過をもって、この契約は終ります。 

次の①から④の場合は、この契約は自動的に終ります。 

①入居者様が他の介護保険施設へ入院、入所した場合 

 ②入居者様が病気の治療等その他のため長期にグループホームを離れることが決ま

り、かつその移転先の受け入れが可能となったとき ただし、利用者が長期にグ

ループホームを離れる場合でも、利用者又は利用者代理人と事業者の協議のうえ、

居室確保等に合意したときは本契約を継続することができます。 

 ③入居者様が死亡もしくは被保険者資格を喪失した場合 

 ④事業者が介護保険の指定を取り消された場合 

 

１０ 衛生管理等 

(1) 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は引用に供する水について、衛生的な管理に努める

とともに、衛生上必要な措置を講じます。 

(2) 食中毒及び感染症の発生を防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言、指導を

求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 

(3) 事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６

月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１１ 業務継続計画の策定等について 

(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定（介護予防）認知症対応型共同生活介

護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業

務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施し

ます。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１２ 秘密の保持と個人情報の保護について 

利用者及びその

家族に関する秘

密の保持につい

て 

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関

する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個

人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに

努めるものとします。 

② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）は、サービス

提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第

三者に漏らしません。 
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③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後におい

ても継続します。 

④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持さ

せるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その

秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 

個人情報の保護

について 

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議

等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人

情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で

利用者の家族の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙に

よるものの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意を

もって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示

することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場

合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行

うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担と

なります。) 

 

１３ 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 施設長  金光 昭子 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底

を図っています。 

（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

１４ 身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある

場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用

者に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことが

あります。その場合は、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、経過観察や検討内容を記録し、５年

間保存します。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1） 緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及 

      ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2） 非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを 

      防止することができない場合に限ります。 

（3） 一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、 

      直ちに身体拘束を解きます。 

 

 

１５ 地域との連携について 

(1) 運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流
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に努めます。 

(2) 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護の提供に当たっては、利用者、利用者の家族、地

域住民の代表者、本事業所が所在する圏域の地域包括支援センターの職員、（介護予防）認知症

対応型共同生活介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下、この項において

「運営推進会議」と言います。）を設置し、概ね２月に１回以上運営推進会議を開催します。 

(3) 運営推進会議に対し、サービス内容及び活動状況を報告し、運営推進会議による評価をうける 

とともに、必要な要望・助言等を聴く機会を設けます。また、報告・評価・要望・助言等につい

ての記録を作成し、公表します。 

 

１６ サービス提供の記録 

(1) 指定（介護予防）認知症対応型共同生活介護等を提供した際には、提供した具体的なサービス

内容等の記録を行うこととし、その記録はサービス提供を完結した日から５年間保存します。 

(2) 利用者は、事業者に対して保存されるサービス提供記録の閲覧及び複写物の交付を請求するこ

とができます。 

(3) 入居に際して入居年月日及び事業所名称を、退居に際して退居年月日を介護保険被保険者証に

記載いたします。 

 

１７ 事業所のサービスの特徴等 

（１）サービスの利用のために 

事   項 有無 備   考 

男 性 介 護 職 員 の 有 無             有  

従 業 員 へ の 研 修 の 実 施             有 
年４回の介護技術・知識に関する研修を実施します。 

職員の能力・資質向上のためのＯＪＴを随時行います。 

マ ニ ュ ア ル 類 の 作 成             有 金銭管理・安全防災・事故予防・健康、衛生管理等 

身 体 的 拘 束 の 有 無             無 詳細は、別途契約書に書いてあります。 

個 人 情 報 の 使 用 同 意 書             有  

情 報 公 表 有 「介護サービス情報公表システム」を利用しています。 

評 価 制 度 の 受 入 の 有 無             有 自己評価等を活用し独自の評価を定期的に行います。 

使 用 す る 契 約 書             有 
利用契約書・利用契約書別紙 

（重要事項説明書・個人情報使用同意書） 

（２）入居にあたっての留意事項 

来 訪 ・ 面 会        

・面会時間は、原則自由です。但し、防犯上19：00～8：00の間は、施錠いたします

ので、事前にご連絡ください。また生物その他傷みやすい食品等をお持込の場合

には職員にお声を掛けて下さい。 

・来訪者が宿泊される場合は必ず事前に職員に届け出下さい。 

外 出 ・ 外 泊        外出／外泊の際は、行先と帰宅時間及び食事の有無を事前に届け出て下さい。 

居室・設備・        

器 具 の 利 用        

施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用ください。これに反したご

利用方法により破損等が生じた場合、賠償していただくことがあります。 

迷 惑 行 為 等        
騒音等他の入居者の迷惑になる行為はご遠慮願います。また、むやみに他の入居者

の居室等に立ち入らないようにしてください。 

所持品の管理        通帳・印鑑等は預かり品管理マニュアルに基づき事業所で管理することができます。 
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宗 教 活 動 ・        

政 治 活 動        
施設内での他の入居者に対する宗教活動、政治活動はご遠慮ください。 

喫煙 館内禁煙です。 

ペット飼育 基本的にはペット類の持ち込みによる飼育はできません。 

現金等の管理        小遣い等は預り金管理マニュアルに基づき事業所で管理することができます。 

職員等への贈答 利用料と関係のない金銭の贈答及び職員個人への贈答は固くお断りします。 

私物の引き取り 契約終了後は、居室内の私物の速やかな引き取りをお願いします。 

収入及び財産等
の取扱い 

利用者の収入及び利用者が権利を有する財産等につきましては、優先して利用料の

支払いに充当するようお願いします。 

 

１８ 緊急時の対応方法 

サービスの提供中に容態の変化や事故等があった場合は、事前の打ち合わせに従い、主治医、救急

隊、ご家族、居宅介護支援事業者、市町村等へ連絡します。また、事業者の責任において事故が発生

したときはその損害を賠償します。 

【緊急連絡先】 

氏名 関係 住所 電話 

    

    

  

１９ 協力医療機関 

   緊急時 

山陽病院 
（診療科 内科・外科・泌尿器科・整形外科  ） 

０８４－９２３－１１３３ 

通常時 

よしおかホームクリニック 
（診療科  内科（在宅医療・訪問診療専門医） ） 

０８４－９２７－１２１９ 

    

２０  提携福祉施設 

特別養護老人ホーム東光園  介護老人福祉施設 ０８４－９４７－３３００ 
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２１ 非常災害時の対策 

非 常 時 の 対 応         非常災害対応マニュアル及び別途定める「消防計画」にのっとり対応します。 

平常時の訓練等 
別途定める「消防計画」にのっとり年２回、夜間または昼間を想定した避難訓練

および初期消火訓練等を、入居者の方も参加していただいて実施します。 

防 災 設 備         

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

避難階段 １箇所 誘導灯 あり 

自動火災報知器 あり 消火器 あり 

スプリンクラー あり   

カーテン等は防炎性能のあるものを使用しています。 

消 防 計 画 等         
消防署への届出日：２０１３年 ６月 ４日 

防火管理者：寺 内 将 紘 

 

２２ 相談・苦情の窓口 

（１）当事業所 

当事業所ご利用相談室 

 窓口担当者 管理者 金光 昭子 

 ご利用時間 毎日午前９時～午後６時 

 ご利用方法 電話  ０８４－９４６－４７５３ 

       面接   ：事務所にて個別に対応 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

福山市役所 

保険福祉部介護保険課 

所 在 地 〒720-8501 広島県福山市東桜町3番5号 

電話      ０８４－９２１－２１１１ 

受付時間 午前９時００分～午後５時００分（土・日・祝日は除く） 

広島県国民健康保険団体

連 合 会             

介 護 保 険 対 策 室              

所 在 地 〒730-0044 広島県広島市中区宝町４番23号太陽生命ビル 

電  話 ０８２－５４４－１１５５ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８２－５４４－６６９９ 

受付時間 午前９時００分～午後５時００分（土・日・祝日は除く） 

広島県社協福祉サービス

運 営 適 正 化 委 員 会              

(広島県社会福祉協議会内) 

所 在 地 〒732-0816 広島県広島市南区比治山本町１２－２ 

            広島県社会福祉会館 広島県福祉協議会内 

電  話 ０８２－２５４－３４１９ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８２－２５０－６１８３ 

受付時間 午前９時００分～午後５時００分（土・日・祝日は除く） 

 

２３ 暴力団排除について 

  事業所を運営する当該法人の役員及び事業所の管理者その他の従業者は、暴力団員（暴力団員によ

る不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律岱７号）第２条第６号に規定する暴力団員を言う。

次項において同じ）ではありません。 

事業所は、その運営について、暴力団員の支配を受けてはいません。 
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２４ 事業者の概要 

 事 業 者 番 号          ３４７１５０３８０９ 

 名称・法人種別          三菱電機ライフサービス株式会社   営利法人 

 代表者役職・氏名  代表取締役 舩 尾 英 司  

 所 在 地         
 〒100-8310 東京都港区芝公園 2-4-1 芝パークビルＢ館７Ｆ 

（事業所 〒720-8647広島県福山市緑町 1 番 8 号） 

 電 話 番 号         
 ０３－６４０２－６００１（代表） 

（事業所 ０８４－９３１－３１７９） 

 定款の目的に定め 

 る主な事業 

 １ 不動産売買、仲介、賃貸および管理 

 ２ 飲食物の加工および販売ならびに飲食店業 

 ３ 居宅サービス事業および指定居宅介護支援サービス 

 ４  通信販売業 

 ５  その他これに付随する事業 

ホームページ http://www.mdlife.co.jp 

 

 

７（２）介護保険給付外サービスの利用料「食費」の選択項目に関する同意について 

 

    イベント時の外食等に参加することに 

 

                        同意します    ・     同意しません 

 

 

 

 

http://www.mdlife.co.jp/
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 介護予防認知症対応型共同生活介護及び認知症対応型共同生活介護のご利用を申し込まれるにあた

り、この重要事項説明書により重要な事項を説明しました。 

 

    事業者 

      所在地 〒720-8647 広島県福山市緑町 1 番 8 号 

      名 称  三菱電機ライフサービス株式会社 福山支店 

            代表者名        支 店 長    原 田  義 則    印 

          （事業者番号 3471503809 ） 

 

   ＊事業者の住所・名称・代表者名は、本店より福山支店が代理委任を得て記名・押印します 

 

        説明者 

          所在地  〒721-0971 広島県福山市蔵王町五丁目 15 番 11 号 

名 称  福山蔵王ケアハートガーデン グループホーム な ご み 

 

      氏 名                          印 

 

 

 私は、この重要事項説明書により、当事業所の介護予防認知症対応型共同生活介護及び認知症対応型

共同生活介護についての重要な事項の説明を受け、同意しました。 

また、自己評価表についても同様に評価の内容についての説明を受けました。 

 

          年   月   日 

 

    利用者  

                  住所 〒 

 

          氏名                        印 

 

    利用者代理人 

                 住所 〒 

 

          氏名                       印 
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 福山ケアハートガーデン グループホーム な ご み 

 契約書別紙 

１ 担当責任者 

      氏名 管理者 金光 昭子           連絡先 ０８４－９４６－４７５３ 

 

２ 契約期間 

   契約の始まる日       年  月  日 

   契約の終わる日       年  月  日 

 

３ 施設設備 

  ○建物の構造・面積    軽量鉄骨造スレート葺 ２Ｆ建 ６４９．２２㎡ 

  ○居室（利用者の部屋）  個室／押入れ付 

  ○トイレ         共同トイレ男女 各階３箇所あり 

○風呂          共同風呂 各階１箇所あり 

○共用施設        食堂・居間 

  ○その他         エレベーター １基 

 

４ サービス内容 

（１）介護保険給付サービスおよび利用料    

食 事       

 朝 食  ６：３０ ～  ７：３０  を基本とします 

 昼 食 １２：００ ～ １３：００        〃   

 間 食 １５：００ ～ １５：３０        〃   

 夕 食 １７：３０ ～ １８：３０        〃   

 ※原則、各階の食堂にておとりいただきます。 

入 浴        ・入居者様のご希望・状態に合わせて入浴の援助または清拭を行います。 

介 護       

介護予防認知症対応型共同生活介護及び認知症対応型共同生活介護計画に沿っ

て次の介護を行います。 

・食事介助、着替え介助、排泄介助、おむつ交換、シーツ交換、 

体位変換、施設内の移動の付添い等 

機 能 訓 練        離床援助、屋外散歩同行、家事共同等により生活機能の改善維持に努めます。 

生 活 相 談        常勤の計画作成担当者に、生活に関する相談ができます。 

健 康 管 理       
 年間１回健康診断を行います。日程については別途ご連絡します。 

 必要な場合は、医師の往診等の手配を行います。 

②利用料 （要介護度別利用料／1 割負担の場合） 

 要介護度 介護報酬額（１日） 利用料 (１日) 利用料 (３０日の場合) 

 要支援 ２ ７, ４９０円 ７４９円 ２２, ４７０円 

 要介護 １ ７，５３０円 ７５３円 ２２，５９０円 

 要介護 ２ ７，８８０円 ７８８円 ２３，６４０円 

 要介護 ３ ８，１２０円 ８１２円 ２４，３７０円 

 要介護 ４ ８，２８０円 ８２８円 ２４，８４０円 

 要介護 ５ ８，４５０円 ８４５円 ２５，３５０円 

上記とは別に、１．入居後（退院後含）30日に限り上記金額に 1日あたり 30円ご負担頂きます。 
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    ２．医療連携体制加算（Ⅰハ）として、1 日あたり 37 円をご負担頂きます。 

    ３．サービス提供体制強化加算（Ⅲ）として、1 日あたり 6 円をご負担頂きます。 

    ４．口腔衛生管理体制加算として、1 ヶ月 30 円をご負担頂きます。 

    ５．協力医療機関連携加算として、１ヶ月あたり 100 円をご負担頂きます。 

    ６．介護職員処遇改善加算として、介護報酬総額の 17.8％が加算されます。 

７．入院時費用として、1 ヶ月に 6 日を限度に 246 円（日）ご負担頂きます。 

    ８．その他各種加算要件を満たした場合、規定の報酬額を追加でご負担頂きます。 

※ その他各種加算要件を満たした場合、規定の報酬額を追加で御負担頂きます。 

利用料は、個人負担割合により介護報酬額の 1 割または 2 割・3 割の金額になります。 

 

（２）介護保険給付外サービスの利用料 

 種  類 内       容 利 用 料 

 

食費 

栄養士が作成した献立に基づき、新鮮で安

全な食材を提供します。その他利用者と職

員による食材の購入も行います。 

（注１． 行事食は選択できます） 

（注２． 間食は含まれています） 

３０日             ３９，９００円 

「内訳」 

     朝 食 １回につき ３３０円 

     昼 食 １回につき ５５０円 

     夕 食 １回につき ４５０円 

(日割り計算の場合１日  １，３３０円) 

 理 美 容 代      
出張による理美容サービスや、理美容店へ

の同行サービスを実施いたします。 
実費 

 お む つ 代      ご希望に応じて提供します。 実費 

 日常生活品 
ご希望により、日常生活に必要な身の回り

品を提供することができます。 
実費 

 コピー費用 
ご希望により、介護記録等のコピーを実費

にて提供します。 
１枚につき     １０円 

注１．イベント時の外食等は利用者の選択とし、同意を得た場合に提供します。尚、行事食に関しては

その内容により食費の実費が別途必要です。 

 

（３）家賃・生活費等 

   ①家賃 

  家賃                                         １ヶ月           ５６，０００円 

（日割り計算の場合     １日                １,８５０円） 

   ②生活費（水道光熱費他） 

  生活費（水道光熱費他）                             １ヶ月           ２４，２００円 

                             （日割り計算の場合     １日                   ８０６円） 

（４）利用料等の支払方法は口座振替となります。（但し、書類提出後 1 ヶ月以内は手続き上、お振込

いただくこととなります。） 

 

５  緊急時の対応 

   体調の変化等の場合は、下記に連絡します。 

   【緊急連絡先】 

氏名 関係 住所 電話 

    

 

    

 

 



  16                                        

 

 

 この契約が成立したことを明らかにするために、この契約書別紙を２通作成し、利用者と事業者が、

それぞれ署名押印の上、１通ずつ所持します。 

 

 

 契約日    年  月  日 

 

  利用者 

  〔住  所〕〒 

 

  〔氏  名〕                         印 

 

 

  利用者代理人 

  〔住  所〕〒 

 

  〔氏  名〕                         印 

 

 

  身元引受人 

  〔住  所〕〒 

 

  〔氏  名〕                         印 

 

 

契約書別紙４（２）介護保険給付外サービスの利用料「食費」の選択項目に関する同意について 

 

    イベント時の外食等に参加することに 

 

                        同意します    ・     同意しません 

 

 

  事業者 

 

  〔住  所〕〒720-8647 広島県福山市緑町１番８号 

  〔事業者名〕三菱電機ライフサービス株式会社 福山支店 

（事業所番号 3471503809 ） 

  〔代表者名〕       支店長  原 田  義 則     印 

 

（住  所）〒720-0083 広島県福山市蔵王町五丁目 15番 11号 

  （事業所名）福 山 蔵 王 ケ ア ハ ー ト ガ ー デ ン グループホームな ご み    

 

   ＊事業者の住所・名称・代表者名は、本店より福山支店が代理委任を得て記名・押印します 
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